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１ 【有価証券報告書の訂正報告書の提出理由】

平成24年６月29日に提出いたしました第62期（自　平成23年４月１日　至　平成24年３月31日)　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　有価証券報告書の記載事項の一部に誤りがありましたので、これを訂正するため有価証

券報告書の訂正報告書を提出するものであります。

　

２ 【訂正事項】

第一部　企業情報

　第４　提出会社の状況

　　　　６　コーポレイト・ガバナンスの状況　　

　　　　　⑤　社外取締役及び社外監査役

　

３ 【訂正箇所】

訂正箇所は　　を付して表示しております。

第一部　【企業情報】

　第４　【提出会社の状況】

　　　　６　【コーポレイト・ガバナンスの状況】　　

　　　　　⑤　社外取締役及び社外監査役

（訂正前）

〈前略〉

　なお、社外監査役はコンプライアンス委員会に出席し、倫理・遵法活動計画、内部通報等を確認するととも

に、社長直轄の考査室、会計監査を行う会計監査人から定期的な報告を受け、監査の効率性・有効性を高める

べく相互の連携を図っております。

　
（訂正後）

〈前略〉

　なお、社外取締役は、取締役会を通じて内部監査、監査役監査、会計監査の実施状況及び内部統制システムの

整備・運用状況について定期的に報告を受け、必要に応じ説明を求め、豊富な経験・知識に基づく幅広い視点

から意見を述べることで、取締役の業務執行に対する監督機能を発揮しております。また、社外監査役はコン

プライアンス委員会に出席し、倫理・遵法活動計画、内部通報等を確認するとともに、社長直轄の考査室、会計

監査を行う会計監査人から定期的に報告を受け、監査の効率化・有効性を高めるべく相互の連携を図ってお

ります。
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